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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇・離職者に対する 

兵庫県営住宅の提供について 
 
 新型コロナウイルス感染症拡大等の影響に伴う解雇や離職により住宅を失った方

を対象に、入居要件を緩和し、抽選によらず、兵庫県営住宅３００戸を提供すること

とします。 

 
１ 提供する県営住宅について 

(1) 提供する県営住宅 

３００戸（状況によって追加） 
 
(2) 入居の期間 

原則１年以内（延長可） 
 
(3) 入居要件 

① 新型コロナウイルス感染症拡大等の影響に伴う解雇や離職により、住宅を 

失った方（県内外を問いません。単身可） 

② 収入基準については、公営住宅法による入居資格要件が必要です。 

③ 家賃については、通常の県営住宅の家賃算定額を適用します。 

④ 家賃のほか、敷金（家賃３か月分）、光熱水費、共益費、駐車場利用料を自

己負担していただきます。 

 
２ 申し込みの受付け 

(1) 受付方法 

① まず、お電話でお問い合わせください。 
② 電話で世帯人数や希望地域をお聞きし、住宅を斡旋させていただきます。 

(2) 申し込み受付 

① 受付時間 

平日の午前９時から午後５時３０分まで 

② 入居者の決定方法 
申し込み受付開始後、先着順で受付けます。 

 
３ お問い合わせ先・申込み先 

  兵庫県県土整備部住宅建築局住宅管理課 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通４丁目１８－２ 

   電話：０７８（２３０）８４７０ 

F A X：０７８（２３０）８４６６ 


